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＜報道発表資料＞ 

（経済同時） 

令和８年５月２７日 

京都市環境政策局地球温暖化対策室 

 

令和８年度京都市住宅の自家消費型太陽光発電設備等設置
補助金の募集 

 

京都市では、脱炭素社会の実現に向け、住宅における再生可能エネルギーの普及拡大及び

自家消費の最大化を図ることを目的として、京都市内の戸建て住宅において、太陽光発電設

備及び蓄電池等を設置いただいた場合に、その経費の一部を補助します。 

 

【補助金の概要】 

● 補助対象設備及び補助額 

補助対象設備 補助額 

① 

次の補助対象設備を同時に設置する場合 

⑴ 太陽光発電設備（2kW 以上） 

⑵ 蓄電池又はＶ２Ｈ充放電設備※１ 

【太陽光発電設備】 

７万円/kW 

【蓄電池】 

５万円/kWh（上限：補助対象経費の３分の１） 

【Ｖ２Ｈ充放電設備】 

１０万円／件 

【高効率給湯機器】 

補助対象経費の２分の１（上限：３０万円） 

【コージェネレーションシステム】 

補助対象設備の２分の１（上限：８０万円） 

② 

次の補助対象設備を同時に設置する場合 

⑴ 太陽光発電設備（2kW 以上） 

⑵ 蓄電池又はＶ２Ｈ充放電設備※１ 

⑶ 高効率給湯機器又はコージェネレー

ションシステム※２ 

③ 

既存の太陽光発電設備の追加的設備とし

て、蓄電池又は V2H 充放電設備を設置

する場合※１ 

１０万円／件 

※１ 蓄電池とＶ２Ｈ充放電設備の両方を設置した場合の補助対象設備（補助額）は、

いずれかとします。 

※２ 高効率給湯機器とコージェネレーションシステムの両方を設置した場合の補助

対象設備（補助額）は、いずれかとします。 
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● 補助対象設備の主な要件 

⑴ 太陽光発電設備（上記①と②の場合のみ） 

・ FIT（固定価格買取制度）/FIP の認定を取得しないこと。 

・ 発電した電力の 30%以上を自家消費すること。 

⑵ 高効率給湯機器（エコキュート）（上記②） 

・ インターネットに接続可能な機種で、翌日の天気予報や日射量予報に連動すること

で、昼間の時間帯に沸き上げをシフトする機能を有するものであること、または、お

ひさまエコキュートであること。 

⑶ コージェネレーションシステム（上記②） 

・ 気象情報と連動することで、停電が予想される場合に稼働を停止しない機能を有する

ものであること。 

※ その他詳細な要件については、以下の HP において、令和８年６月１日（月）から公

開しますので、御確認ください。 URL: https://kyoto-solar-support.jp 

 

【申請の流れ】 

● 申請の流れ（申請者（代理申請可）（●）、事務局（▲）） 

 令   和   ８   年   度 令和９年度※ 
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 ※ 新築住宅において、補助対象設備の工事請負契約から工事・支払い完了までが長期に

渡り、令和９年４月１日から令和１０年１月３１日の間に完了する場合は、補助対象設

備の工事着手前かつ令和９年２月２８日までに事業開始承認申請を行い、令和９年度

に改めて交付申請してください（事業開始承認をもって、交付を保証するものではあり

ません）。 

● 「事前登録制度」（任意）について 

交付申請は事後申請です。申請を予定していても、申請時点で既に予算が尽きており、

補助金を受けられないケースがあり得るため、任意で工事着手前（補助対象設備が設置さ

れた建売住宅購入の場合は売買契約前）に事前登録申込をしていただき、審査をクリアし

た場合、事務局がその分の予算を確保する「事前登録制度」を設けます（事前登録をもっ

て、交付を保証するものではありません）。 
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【交付申請の受付期間について】 

● 受付期間 

令和８年６月１日（月）～令和９年１月２９日（金） 

● 申請方法 

以下の HP において、令和８年６月１日（月）から受付を開始しますので、御確認くだ

さい。 URL: https://kyoto-solar-support.jp  

※ 予算額に達した時点で受付を終了します。 

※ 交付申請以外の各申請については上記 HP を御確認ください。 

 

【運営・管理者（問合せ先）】 

● 「京都市住宅の自家消費型太陽光発電設備等設置補助事務局」 

● 対応時間：午前９時～午後５時（土日祝・年末年始を除く） 

● ＴＥＬ：０６－７５２５－４９４３ 

● メールアドレス：solar2026@cc.kcsf.jp 

● 住所：〒534-0024 大阪市都島区東野田町１丁目５番１４号 

     京橋フロントビル６階（株）かんでんＣＳフォーラム 京橋センター 

 

【その他（太陽光発電に係る Q＆A の作成・公開について）】 

太陽光発電の環境性能や経済性など、よくある疑問とその解答をまとめた「太陽光発電の

疑問を解消！」を作成し、以下の HP に公開しています。 

URL: https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000323407.html 

 

 

＜お問合せ先＞ 

京都市環境政策局地球温暖化対策室 

電話：０７５－２２２－４５５５ 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000323407.html

